
見積書の機能の正しい理解と、
見積る上での具体的な疑問

見積書の機能について

　見積書は保険会社やカーオーナー、
元請けなどの発注者に対し、修理にか
かる費用や作業方法を数値及び文字に
して伝えて承認を得るものである。
　発注者が誰であろうと、必要となる
部品代や材料費、工賃などを明記し、
一般カーオーナーのような車に詳しく
ない者が見ても修理内容が理解しやす
い見積書の作成が必須となる。
　鈑金塗装工場の売り上げの7割を占
めると言われる損保会社に対する見積
りの場合も同様だが、より具体的かつ
妥当性のあるものを提示する必要があ
るだろう。
　その見積書の機能は大きく分けて
「発注者に対する機能」、「工場内部に
対する機能」の2つに分かれる。
「発注者に対する機能」は
・修理明細書
・契約書
・納品書
・保証書
「工場内部に対する機能」は
・部品発注書
・作業指示書
・顧客台帳
の7つの機能が挙げられる。

　修理のためにどのような作業をし、
どの部品を交換・修理し、最終的にい
くらになるのかを提示するのが見積書
の基本的な役割ではあるが、改めてそ
の機能を意識すると重要な意味合いを
持つことが分かる。

指数について

　見積書を作る上で、各工場が頭を悩
ませる一つが指数の取り扱いだろう。
「指数の数値が現状の作業時間と合わ
ない」、「現場を知らないから言える」
など、使うことの是非や賛否はあろう
とも結果的に指数を使って見積りを作
るのがスタンダードとなっている以
上、指数のルールを正しく理解し、運
用するのがベースになる。そのため、
本特集では次ページのアジャスターA
氏のコメントと有識者の感想以外で指
数に対して深く掘り下げることはしな
い。また、本誌9月号特集でも取り上
げ、業界内で注目を集める指数対応単
価についても同様である。

合理的な見積書を書くために

　事故車の修理には、性能の回復、安
全性の回復、耐久性の確保、美観の回
復の4原則を満たす必要がある。それ
を踏まえて部品代、技術料、材料費、

その他の費用の4つの要素が含まれた
見積書を作成することになる。
　その上で重要となるのが合理的な見
積り作成である。当然、事故車の損傷
具合を正しく理解し、カーメーカーの
修理書を確認して修理を行う。その上
でアジャスターにも理解しやすいよう
必要に応じて作業前後や作業中の写真
を撮影し、必要に応じて作業前後や作
業中の写真を撮影し、作業内容を明確
にする。その結果を正しく見積書に示
す必要がある。
　そのためにも車体の構造変化や各種
センサー類の知識と経験も必須となる。
指数に含まれない作業や指数が設定さ
れていない作業も増えてきている中
で、4原則を遵守するために必要な作
業であることを説明し、場合によって
は作業方法などを記載する必要もある
だろう。
　ただ、これまで何度となく言われて
いるように「見積りに正解はない」の
である。つまり、「正しい見積書」は
存在しない。工場、損保会社、カーオ
ーナーそれぞれが納得できる「合理的
な見積書」を作ることが重要となるの
である。
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     合理的な見積り実践

　レーバーレートの兼ね合いもあるだろうが、【リヤサイドアウタリヤパネル片側】の
工賃が69,800円なのは疑問に残る。時間がかかる作業なのはこちらも理解しているの
で、指数と実作業時間がどれだけかい離しているのかを詳細に説明してもらいたいところ
ではある。
　バックドアエンブレムは付帯部品として計上したほうがアジャスターも認めやすい。見
積書の基本は誰にでも見やすいものを前提とするべきだろう。
　恐らく作成者は分かっている上で計上しているとは思うが、【内板骨格修正指数】は軽
自動車は対象外である。かかった作業はアジャスターと協議した上で、各作業に配分がベ
ストだろう。全体的にどのような作業をしたのかの確認が必要ではないだろうか。

　見積り技術が足りていないのが率直な感想。レーバーレートの高さ、工賃を一括でまと
め過ぎていたり、軽自動車に内板骨格修正指数を入れるなど気になる点は多い。しかし、
作成者が作業の表現方法を理解すれば大きな問題はないようにも思える。その際には消費
者契約法の観点からも修理途中の写真は必須となる。
　本車両はオプションを抜きにすれば電子制御装置整備にかかわるものはない。そのため

【診断機接続エラーコード削除】の作業時は写真を撮っておいてもらいたい。
　やはりヒンジも気になる。ヒンジを取り替えたのならばヘッドライニングの脱着が必要
なはずだが、それが計上されていないなど、作業と見積りの内容が合っていない。

　正直、言葉は悪いが見る気になれない見積書。A氏が話すように内板骨格修正指数の部
分は最初に言われる部分だろう。ただ、指数を使う使わないは別として、修理金額は大き
く間違ってはいないと思われる。
　だが、アジャスターの立場として気になるのは【バックドアヒンジAssy　取替】。工
賃が抜けているなど本当に必要なのかが疑わしくなる部分でもあるので、そのあたりの写
真も用意するなどの、読ませる側の配慮がほしいところである。

　他の方が話しているように、内板骨格修正指数がポイントとなるだろう。写真を見ると
フロアを直している様子が見当たらない。バックパネルの一部を取り替えているが、周辺
部分への損傷も波及をしているはずだが……。指数の対象、対象外は別としてもエクステ
ンションやサイドメンバー取替の損傷でないと適応にならない。実のところ大きな損害は
出ていないのではないかと思えてしまう。
　仮に自分であればトータルで6時間程度で計上するだろう。
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